
議案第３号 

 

大口町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

大口町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定め

るものとする。 

 

令和４年３月２日提出 

 

大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、国家公務員の育児休業等に関する法律に準じた改定を実

施することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

大口町職員の育児休業等に関する条例（平成４年大口町条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第４章 部分休業（第１９条―第２２条）」を 

「第４章 部分休業（第１９条―第２２条） 

第５章 育児休業に関する措置等（第２３条―第２４条） 」 

第２条第４号ア(ｱ)を削り、同号ア(ｲ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任

命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア(ｲ)を同号ア

(ｱ)とし、同号ア(ｳ)を同号ア(ｲ)とする。 

第１９条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して町長が規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

本則に次の１章を加える。 

   第５章 育児休業に関する措置等 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に

対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承

認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

に改める。 
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附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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大口町職員の育児休業等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 育児休業（第２条―第８条） 第２章 育児休業（第２条―第８条） 

第３章 育児短時間勤務（第９条―第１８

条） 

第３章 育児短時間勤務（第９条―第１８

条） 

第４章 部分休業（第１９条―第２２条） 第４章 部分休業（第１９条―第２２条） 

第５章 育児休業に関する措置等（第２３条

―第２４条） 

 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外

の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

 (ｱ) 任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に引き続き在職した

期間が１年以上である非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条

第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下

「１歳６か月到達日」という。）（第

２条の４の規定に該当する場合にあっ

ては、２歳に達する日）までに、その

任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及

び引き続いて任命権者を同じくする職

（以下「特定職」という。）に採用さ

れないことが明らかでない非常勤職員 

(ｲ) その養育する子（育児休業法第２条

第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下

「１歳６か月到達日」という。）（第

２条の４の規定に該当する場合にあっ

ては、２歳に達する日）までに、その

任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及

び特定職に引き続き採用されないこと

が明らかでない非常勤職員 

(ｲ) 略 (ｳ) 略 

イ・ウ 略 イ・ウ 略 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 
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新 旧 

(1) 略 (1) 略 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して町長が規則で定める非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「再任用短時間勤務職員

等」という。）を除く。） 

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員（以下「再任用短時間勤務職員等」と

いう。）を除く。） 

 ア 特定職に引き続き在職した期間が１年

以上である非常勤職員 

 イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して町長が規則で定める非常勤

職員 

   第５章 育児休業に関する措置等  

（妊娠又は出産等についての申出があった場

合における措置等） 

 

第２３条 任命権者は、職員が当該任命権者に

対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又

は出産したことその他これに準ずる事実を申

し出たときは、当該職員に対して、育児休業

に関する制度その他の事項を知らせるととも

に、育児休業の承認の請求に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講

じなければならない。 

 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出

をしたことを理由として、当該職員が不利益

な取扱いを受けることがないようにしなけれ

ばならない。 

 

（勤務環境の整備に関する措置）  

第２４条 任命権者は、育児休業の承認の請求

が円滑に行われるようにするため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施  

(2) 育児休業に関する相談体制の整備  

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に

関する措置 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員の育児休業等に関する法律に準じた改定を実施するものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和 

「引き続き在職した期間が１年以上である」との要件を廃止 

(2) 非常勤職員の部分休業の取得要件の緩和 

「引き続き在職した期間が１年以上である」との要件を廃止 

(3) 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の町長への義務付

け 

〇本人又は配偶者の妊娠、出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等

の周知及び育児休業の取得意向の確認のための措置 

・育児休業制度等の周知の例 

①育児休業に関する制度 

②育児休業の承認の請求先 

③育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項 

④育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い 

・育児休業の取得意向の確認の例 

①面談 

②書面の交付 

③電子メール 

〇育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置 

（例）研修、相談体制の整備、育児休業取得の事例提供 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行します。 

- 6 -


